
チューリップ大山薬局
当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

当薬局は、どの保険医療機関の処方せんでも応需します。

患者様の希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無

を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェッ

クします。記録は電子化され、データセンター（外部保存）に保管されます。

１

２

３

４

５

６ 開局時間内または開局時間を延長し、処方せんを受け付けた場合には、夜間・休日等加算を算定しています。

①　平日１９時以降

②　土曜日１３時以降

③　年末年始（１２/２９～１/３。ただし日曜日・祝日を除く）

処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。

生活保護法､難病の患者に対する医療等に関する法律､児童福祉法(指定小児慢性特定疾病)､原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律､感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律､障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(精神通院医療､

更生医療､育成医療)､労働者災害補償保険法､在宅患者訪問薬剤管理指導､居宅療養管理指導(介護保険)､麻薬小売業者等の指定を受けてい

ます。

以下の事項について、地方厚生局に届出受理され加算を算定しています。

７ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保しています。

災害や新興感染症の発生時などにおける医療品供給や衛生管理など、必要な対応ができる

体制をととのえています。

 連携強化加算

在宅で中心静脈栄養法を受ける患者に対し、在宅での療法状況に応じた管理や指導を行い

ます。

 在宅中心静脈栄養法加算

在宅で医療用麻薬持続注射療法を受ける患者に対し、在宅での療法状況に応じた管理や指

導を行います。

 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

悪性腫瘍の治療患者に対して、医療機関と連携して必要な情報提供及び、指導を行

います。

情報通信機器を用いた服薬指導を行います。

 特定薬剤管理指導加算2

 薬剤服用歴管理指導料の4 情報通信機

 器を用いた服薬指導

薬局の基本的な調剤に関する体制を整えています。 調剤基本料３イ

後発医薬品の使用を積極的に行う体制を備えています。 後発医薬品調剤体制加算３

８ 当薬局では、患者に必要な医薬品を確保するため、薬局間の医薬品の融通、地域の医療機関との情報共有などに努めております。

医療DX(オンライン資格確認・電子処方箋・電子カルテ共有など)に対応できる体制をそな

えています。

 医療DX推進体制整備加算

オンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤情報・特定健診情報その他必要な情報を取

得・利用し、患者に適切に説明することにより、質の高い医療の提供に努めています。

 医療情報取得加算

開局時間

休 局 日

月火水木金曜日

第1･3･5土曜日

09:00～18:00

09:00～12:00

第2･4土曜日・日曜日･祝日･お盆･年末年始

2025年11月版

〒930-1326　富山市花崎86-2

TEL　(076)461-0066

FAX　(076)461-0067

時間外・休日・夜間電話　080-3744-5940



「調剤明細書」発行について 

医療の透明性や患者さまの情報提供を 

積極的に推進していく観点から 

平成28年4月1日より、 

一部負担金が無い方にも 

個別での調剤報酬がわかる明細書を 

無料で発行いたします。 

尚、明細書には薬剤名・調剤方法等の 

情報も記載されています。 

ご本人または代理の方が会計を行う際に 

明細書の交付を希望されない場合は、  

事前に受付に申し出てください。  

ご不明な点につきましては 

薬局スタッフにおたずねください。 

チューリップ調剤株式会社 

 



2024年度調剤報酬点数表
■調剤基本料■ ■薬学管理料■

■薬剤調製料■

■薬剤調製料に対する加算■

■使用薬剤に対する加算■

■調剤基本料および薬剤調製料等に対する加算■

■薬剤料■

■特定保険医療材料料■

　① 調剤基本料１ 調剤基本料2,3および特別調剤基本料A,Bのいずれにも該当
しない場合

45点 調剤管理料

　② 調剤基本料２ 29点
調剤管理料1　内服薬（内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であ
るものを除く。）を調剤した場合

1剤につき、3剤まで

　③ 調剤基本料３

イ 24点 7日分以下の場合 4点

ロ 19点 8日分以上14日分以下の場合 28点

ハ 35点 15日分以上28日分以下の場合 50点

※特別調剤基本料

A 5点 29日分以上の場合 60点

B 3点 調剤管理料2　1以外の場合 4点

複数医療機関の同時受付時2回目以降　　 2以上の医療機関からの処方箋を同時に受付けた場合の受付
2回目以降 各調剤基本料の80％ 重複投薬･相互作用等防止加算 イ）残薬調整に係るもの以外の場合 40点

※未妥結および、かかりつけ薬剤師･薬局の基本的な業務
未実施に対する減算
右記のいずれかが該当する薬局。

・妥結率 50％以下

各調剤基本料50％に
減算

※手帳の活用実績6ヶ月以内5割以下の場合算定不可 ロ）残薬調整に係るものの場合 20点

・医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取
組状況の報告未実施

医療情報取得加算1, 2（〜令和6年11月） オンライン資格確認体制、マイナ保険証による薬剤情報等
取得（6ヶ月に1回）

加算1：3点
加算2：1点

・薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施し
ていない場合

医療情報取得加算（令和6年12月〜） オンライン資格確認体制（12ヶ月に1回） 1点

地域支援体制加算1＊ 調剤基本料1を算定している薬局 32点 調剤管理加算
複数の医療機関による6種類以上の内服薬処方に対して必
要な確認及び指導を行った場合

地域支援体制加算2＊ 　　　　　　　〃 40点
過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を持って
いる薬局（処方箋受付１回につき）

イ　初めて処方箋を持参した場合 3点

地域支援体制加算3＊ 調剤基本料1以外を算定している薬局 10点 ロ　2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容
の変更により内服薬の変更又は追加があった場合

3点

地域支援体制加算4＊ 　　　　　　　〃 32点 服薬管理指導料 処方箋受付1回につき

連携強化加算＊
施設基準に適合し届け出を行っている薬局にて調剤を行っ
た場合

5点 　① 原則3ヶ月以内に再度処方箋を持参 手帳の提示あり 45点

後発医薬品調剤体制加算1＊ 後発医薬品の調剤数量が80%以上の場合 21点 　② ①または③以外 手帳の提示なし 59点

後発医薬品調剤体制加算2＊ 後発医薬品の調剤数量が85%以上の場合 28点 　③ 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 月4回まで 45点

後発医薬品調剤体制加算3＊ 後発医薬品の調剤数量が90%以上の場合 30点 　④オンライン服薬指導を行った場合　

※後発医薬品の調剤数量が50%以下
（処方箋受付状況踏まえ、やむを得ない場合は除く）

基本料より5点減算 イ　原則3ヶ月以内に再度処方箋を持参 手帳の提示あり 45点

在宅薬学総合体制加算1＊ 施設基準に適合し届け出を行っている薬局にて、在宅患者
の調剤を行った場合

15点 ロ　イの患者以外の患者に対して行った場合 手帳の提示なし 59点

在宅薬学総合体制加算2＊ 施設基準に適合し届け出を行っている薬局にて、在宅患者
の調剤を行った場合

50点 　　※特例　手帳の活用実績が相当程度あると認められない薬局 ※手帳の活用実績6ヶ月以内5割以下の場合 13点

医療DX推進体制整備加算1＊ 電子処方箋応需体制等の要件を満たし、マイナ保険証利用
について十分な実績のある薬局。月1回まで 10点 麻薬管理指導加算 22点

医療DX推進体制整備加算2＊ 電子処方箋応需体制等の要件を満たし、マイナ保険証利用
について必要な実績のある薬局。月1回まで 8点 特定薬剤管理指導加算　1 イ　特定の薬剤（ハイリスク薬）が新たに処方された患者

に対して、必要な指導を行った場合
10点

医療DX推進体制整備加算3＊ 電子処方箋応需体制等の要件を満たし、マイナ保険証利用
について実績のある薬局。月1回まで 6点 ロ　特定の薬剤（ハイリスク薬）をすでに服用中の患者

で、用法用量の変更など薬剤師が必要と認めた場合
5点

分割調剤（長期保存の困難性等） 1分割調剤につき（1処方箋の2回目以降） 5点 特定薬剤管理指導加算　2　　（月1回）　 外来がん化学療法を行っている患者に対して服薬期間中に
必要な指導、医療機関への情報提供等を行った場合

100点

分割調剤（後発医薬品の試用） 1分割調剤につき（1処方箋の2回目のみ） 5点 特定薬剤管理指導加算　3 イ　初回処方時にRMP等による説明や緊急安全性情報を提
供・指導した場合

5点

分割調剤（医師の分割指示による場合）
服薬情報提供料を除く所定点数を分割指示回数で除した点数を算定
（服薬情報等提供料はつど所定点数を算定）

ロ　調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に
説明・指導した場合

10点

リフィル処方箋 リフィル処方箋による調剤は調剤を行う毎に受付1回とし所定点数を算定する 乳幼児服薬指導加算 12点

吸入薬指導加算　（3ヶ月に1回）　 吸入薬の処方された喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者に
所定の指導等を行い処方医に情報提供した場合

30点

小児特定加算
児童福祉法第56条の6第2項に規定する18歳未満の患者に必
要な薬学的管理指導を行った場合

350点

内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く） 1調剤につき、3剤まで 24点 服薬管理指導料の特例
（かかりつけ薬剤師と連携した同じ薬局の他の薬剤師による対応）

処方箋受付1回につき 59点

屯服薬 21点 かかりつけ薬剤師指導料＊ 処方箋受付1回につき 76点

浸煎薬 1調剤につき、3調剤まで 190点 かかりつけ薬剤師包括管理料＊ 処方箋受付1回につき 291点

湯薬　 1調剤につき、3調剤まで 　※服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料および、かかりつけ薬剤師包括管理料の併算定不可

7日分以下の場合 190点 外来服薬支援料1 月1回まで 185点

8日分以上28日分以下の場合（1日～7日目の部分） 190点 外来服薬支援料2（処方箋受付1回につき） 一包化を行い必要な服薬指導及び服薬状況確認を行い服薬
管理を支援した場合

                 　  〃　   　　　　　（8日～28日目の部分） 10点 / 1日分 42日分以下の場合 34点 / 7日分

29日分以上の場合 400点 43日分以上の場合 240点

注射薬 26点 施設連携加算　2の要件に加え、特養等へ訪問・協働し、
入所者等に服用中薬剤の一包化を含む整理等を支援した場
合（月1回まで）

50点
外用薬 1調剤につき、3調剤まで 10点

内服用滴剤 1調剤につき 10点 服用薬剤調整支援料　1（月1回） 6種類以上の内服 → 2種類以上減薬し、4週間以上継続した
場合　※文書で医師に提案

125点

服用薬剤調整支援料　2（3ヶ月に1回）　　 複数医療機関からの6種類以上の内服薬処方について、重
複投薬等の解消にかかわる提案を処方医に行った場合

イ）過去1年間に重複投薬等解消の実績あり 110点

無菌製剤処理加算 * ※注射薬のみ ロ）イ以外 90点

　中心静脈栄養法用注射液 6歳以上　成人 69点 / 1日分 調剤後薬剤管理指導料（月1回） 1　糖尿病薬が新たに処方または投薬変更ありの糖尿病患
者

60点

　　　〃 6歳未満の乳幼児 137点 / 1日分 2　入院経験があり、作用機序の異なる循環器官用薬等の
複数治療薬の処方を受けている慢性心不全患者

60点

　抗悪性腫瘍剤 6歳以上　成人 79点 / 1日分 服薬情報等提供料①（月1回）　 保険医療機関からの求めにより、服用薬の情報等を保険医
療機関へ文書により提供した場合

30点

　　　〃 6歳未満の乳幼児 147点 / 1日分 服薬情報等提供料②（月1回）　 イ　保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点

　麻薬 6歳以上　成人 69点 / 1日分 ロ　リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報
を文書により提供した場合

20点

　　   〃 6歳未満の乳幼児 137点 / 1日分 ハ　介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場
合

20点

服薬情報等提供料③（3ヶ月に1回） 入院予定の患者について、医療機関の求めがあった場合 50点

自家製剤加算
予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に
掲げる点数の100分の20に相当する点数を算定する

自家製剤加算（内服薬） 1調剤につき 在宅患者訪問薬剤管理指導料
月4回（末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週2回かつ月8
回）まで

　錠剤、丸剤、ｶﾌﾟｾﾙ剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 20点 / 7日分 　① 単一建物診療患者が1人の場合 保険薬剤師1人につき週40回まで 650点

　液剤 45点 　② 単一建物診療患者が2～9人の場合 320点

自家製剤加算（屯服薬） 1調剤につき 　③ ①および②以外の場合 290点

　錠剤、丸剤、ｶﾌﾟｾﾙ剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 90点 　④在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点

　液剤 45点 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料　1
計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う場合（
1と2合わせて月4回まで、末期の悪性腫瘍の患者の場合は
原則として月8回まで）

500点

自家製剤加算（外用薬） 1調剤につき 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料　2　　 1以外の場合 200点
　錠剤、ﾄﾛｰﾁ剤、軟･硬膏剤、ﾊﾟｯﾌﾟ剤、
　ﾘﾆﾒﾝﾄ剤、坐剤

90点 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 59点

　点眼剤、点鼻･点耳剤、浣腸剤 75点 在宅患者緊急時等共同指導料 月2回まで 700点

　液剤 45点 ［在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料の加算］

計量混合加算 1調剤につき　※内服薬・頓服薬・外用薬 小児特定加算
児童福祉法第56条の6第2項に規定する18歳未満の患者に必
要な薬学的管理指導を行った場合

450点

予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に
相当する点数を算定する

オンラインの場合 350点

　液剤 35点 在宅中心静脈栄養法加算＊
在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して必要な薬学
的管理及び指導等を行った場合

150点

　散剤、顆粒剤 45点 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算＊
在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して
必要な薬学的管理及び指導等を行った場合

250点

　軟・硬膏剤 80点 麻薬管理指導加算 100点

オンラインの場合 22点

乳幼児加算　
6歳未満の乳幼児であって、通院困難な患者に対し、患者
または家族に対して薬学管理および指導を行った場合

100点

1調剤につき 70点、8点、8点、8点 オンラインの場合 12点

［在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1の加算］

夜間訪問加算
末期悪性腫瘍、麻薬注射剤使用患者に対し、保険医の求め
により緊急訪問した場合

400点

時間外加算（時間外、休日、深夜）
基礎額＝調剤基本料・その加算+薬剤調製料+調剤管理料 +
無菌製剤処理加算の合計

基礎額の100%、
140%、200％ 休日訪問加算

末期悪性腫瘍、麻薬注射剤使用患者に対し、保険医の求め
により緊急訪問した場合

600点

夜間・休日等加算 処方箋受付１回につき 40点 深夜訪問加算
末期悪性腫瘍、麻薬注射剤使用患者に対し、保険医の求め
により緊急訪問した場合

1000点

在宅患者重複投薬･相互作用等防止管理料　1 処方箋に基づき処方内容を照会し、処方内容が変更された
場合

イ）残薬調整に係るもの以外の場合 40点

ロ）残薬調整に係るものの場合 20点

　使用薬剤料（所定単位につき15円以下の場合） 調剤料の所定単位につき 1点 在宅患者重複投薬･相互作用等防止管理料　2 処方箋交付前に処方医と処方内容を相談し、提案が反映さ
れた処方箋を受け付けた場合

　　〃　　　　　（所定単位につき15円を超える場合） 　　 　　〃　　　　　 10円またはその端数
を増すごとに1点 イ）残薬調整に係るもの以外の場合 40点

　多剤投与時の逓減措置
1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料Ａ・Ｂの
保険薬局の場合

所定点数の90/100に
相当する点数

ロ）残薬調整に係るものの場合 20点

経管投薬支援料　（初回のみ）　　
経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による服
薬支援を行った場合

100点

退院時共同指導料 600点

　特定保険医療材料 厚生労働大臣が定めるものを除く
材料価格を10円で除
して得た点数

在宅移行初期管理料（1回まで） 在宅移行時等に認知症・乳幼児・末期がんなど重点的支援
が必要な単一建物1人患者の場合 230点

注意

　1点の単価は10円

　＊印の加算・指導料・管理料は地方厚生局に届出受理されたもののみを算定しています。

麻薬等加算（麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒薬）

チューリップ調剤株式会社

















後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用を
お願いいたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。

令和６年10月からの
医薬品の自己負担の新たな仕組み

患者のみなさまへ

後発医薬品について
後発医薬品（ジェネリック医薬品）

に関する基本的なこと

新たな仕組みについて
特別の料金の対象となる
医薬品の一覧などはこちらへ

※ＱRコードから厚生労働省ＨＰの関連ページにアクセスできます。

将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします



居宅療養管理指導(介護予防含む)実施のご案内

1. 提供するサービスの種類

居宅療養管理指導 及び 介護予防居宅療養管理指導

　薬剤師による居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導とは、要介護または要支

援認定を受けた患者様がお薬を安心して安全に使用していただく為、医師の指示のもとに

行う訪問サービスです。

　薬剤師がご自宅や施設を訪問し、あらかじめ策定した薬学的管理指導計画に基づき、薬

学的な管理指導（効果の確認・使用上の注意の説明・副作用など身体への影響の継続的確

認・管理のサポート等）を本人や家族、施設スタッフ等に対して行い、関係職種への必要

な報告を行います。

2. 営業日及び営業時間

月火水木金曜日 09:00～18:00

第1･3･5土曜日 09:00～12:00

休局日 第2･4土曜日・日曜日･祝日･お盆･年末年始

（※注）緊急時は上記の時間に限りません

3. 利用料金 (１割負担の場合)

①基本部分

単一建物居住者が１人の場合

単一建物居住者が２～９人の場合

単一建物居住者が１０人以上の場合

 ５１8 円

３７9 円

３４2 円

※月４回まで

※厚生労働大臣が定める疾患の方の場合2回／週かつ月8回まで

情報通信機器を用いて行う場合（月1回）  　４6 円

②加算部分

麻薬管理指導加算

医療用麻薬持続注射療法加算

在宅中心静脈栄養法加算

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

１００円／回

２５０円／回

１５０円／回

上記基本部分の１５％

上記基本部分の１０％

上記基本部分の　５％

※情報通信機器を用いた場合を除く

チューリップ大山薬局令和６年４月版
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 指  定  居  宅  療  養  管  理  指  導  事  業  者  運  営  規  程 

 （事  業  の  ⽬  的） 
 第  1  条  指  定  居  宅  療  養  管  理  指  導  事  業  者  が  ⾏  う  居  宅  療  養  管  理  指  導  の  業  務  の  適  正  な  運  営  を  確  保  す  る  た  め  に、  ⼈  員 

 お  よ  び  管  理  運  営  に  関  す  る  事  項  を  定  め、  要  介  護  状  態  ま  た  は  要  ⽀  援  状  態  に  あ  り、  主  治  の  医  師  等  の  指  ⽰  に  基  づ 
 き  薬  剤  師  の  訪  問  を  必  要  と  認  め  た  利  ⽤  者  に  対  し、  薬  局  の  薬  剤  師  が  適  正  な  居  宅  療  養  管  理  指  導  を  提  供  す  る  こ  と 
 を  ⽬  的  と  す  る。 

 ２     利  ⽤  者  が  要  介  護  状  態  ま  た  は  要  ⽀  援  状  態  と  なっ  た  場  合  に  お  い  て、  可  能  な  限  り  そ  の  居  宅  に  お  い  て、  そ  の  有 
 す  る  能  ⼒  に  応  じ  ⾃  ⽴  し  た  ⽇  常  ⽣  活  を  営  む  こ  と  が  で  き  る  よ  う、  担  当  す  る  薬  剤  師  は  通  院  困  難  な  利  ⽤  者  に  対  し 
 て  そ  の  居  宅  を  訪  問  し、  そ  の  ⼼  ⾝  の  状  況、  置  か  れ  て  い  る  環  境  等  を  把  握  し、  そ  れ  ら  を  踏  ま  え  て  療  養  上  の  管  理 
 お  よ  び  指  導  を  ⾏  う  こ  と  に  よ  り、  療  養  ⽣  活  の  質  の  向  上  を  図  る。 

 （運  営  の  ⽅  針） 
 第  2  条  要  介  護  者  ま  た  は  要  ⽀  援  者  （以  下、  「利  ⽤  者」  と  い  う）  の  意  志  お  よ  び  ⼈  格  を  尊  重  し、  常  に  利  ⽤  者  の  ⽴ 

 場  に  ⽴っ  た  サー  ビ  ス  の  提  供  に  努  め  る。 
 ２     地  域  と  の  結  び  付  き  を  重  視  し、  市  町  村、  居  宅  介  護  ⽀  援  者、  他  の  居  宅  サー  ビ  ス  事  業  者、  そ  の  他  の  保  健、  医 

 療  お  よ  び  福  祉  サー  ビ  ス  を  提  供  す  る  者  と  の  密  接  な  連  携  に  努  め  る。 
 ３     適  正  か  つ  円  滑  な  サー  ビ  ス  を  提  供  す  る  た  め、  以  下  の  要  件  を  満  た  す  こ  と  と  す  る。 
 1  保  険  薬  局  で  あ  る  こ  と。 
 2  在  宅  患  者  訪  問  薬  剤  管  理  指  導  の  届  出  を  ⾏っ  て  い  る  こ  と。 
 3  ⿇  薬  ⼩  売  業  者  と  し  て  の  許  可  を  取  得  し  て  い  る  こ  と。 
 4  利  ⽤  者  に  関  し  て  秘  密  が  保  持  で  き、  利  ⽤  者  や  そ  の  家  族、  連  携  す  る  他  職  種  者  と  相  談  す  る  ス  ペー  ス  を  薬  局  内  に 

 確  保  し  て  い  る  こ  と。  但  し、  他  の  業  務  と  の  兼  ⽤  を  可  と  す  る。 

 （従  業  者  の  職  種、  員  数） 
 第  3  条 
 １     従  業  者  に  つ  い  て 
 1  居  宅  療  養  管  理  指  導  に  従  事  す  る  薬  剤  師  を  配  置  す  る。 
 2  従  事  す  る  薬  剤  師  は  保  険  薬  剤  師  の  登  録  を  ⾏  う。 
 3  従  事  す  る  薬  剤  師  の  数  は、  居  宅  療  養  管  理  指  導  を  ⾏  う  利  ⽤  者  数  お  よ  び  保  険  薬  局  の  通  常  業  務  等  を  勘  案  し  た  必  要 

 数  と  す  る。 
 ２     管  理  者  に  つ  い  て 

 常  勤  の  管  理  者  1  名  を  配  置  す  る。  但  し、  業  務  に  ⽀  障  が  な  い  限  り、  薬  局  の  管  理  者  と  の  兼  務  を  可  と  す  る。 

 （職  務  の  内  容） 
 第  4  条  薬  剤  師  の  ⾏  う  居  宅  療  養  管  理  指  導  の  提  供  に  あ  たっ  て  は、  医  師  お  よ  び  ⻭  科  医  師  の  指  ⽰  に  基  づ  き  訪  問  等  を 

 ⾏  い、  常  に  利  ⽤  者  の  病  状  お  よ  び  ⼼  ⾝  の  状  況  を  把  握  し、  継  続  的  な  薬  学  的  管  理  指  導  を  ⾏  う。  ま  た、  医  薬  品  が 
 要  介  護  者  の  ADL  や  QOL  に  及  ぼ  し  て  い  る  影  響  を  確  認  し  適  切  な  対  応  を  図  る  な  ど、  居  宅  に  お  け  る  ⽇  常  ⽣  活  の  ⾃ 
 ⽴  に  資  す  る  よ  う  妥  当  適  切  に  ⾏  う。 

 ２     訪  問  等  に  よ  り  ⾏っ  た  居  宅  療  養  管  理  指  導  の  内  容  は、  速  や  か  に  記  録  を  作  成  す  る  と  と  も  に、  処  ⽅  医  へ  報  告 
 し、  介  護  ⽀  援  専  ⾨  員  へ  情  報  提  供  す  る。  ま  た、  必  要  に  応  じ  他  の  サー  ビ  ス  事  業  者  に  情  報  提  供  す  る。 

 （営  業  ⽇  お  よ  び  営  業  時  間） 
 第  5  条  原  則  と  し  て、  営  業  ⽇  お  よ  び  営  業  時  間  は  保  険  薬  局  と  し  て  許  可  さ  れ  た  開  局  ⽇、  開  局  時  間  と  す  る。  但  し、 

 業  務、  利  ⽤  者  の  関  連  に  お  い  て、  や  む  を  得  ず  時  間  外、  開  局  ⽇  外  に  実  施  す  る  こ  と  も  あ  る。 
 ２     利  ⽤  者  に  は、  開  局  時  間  外  の  連  絡  先  を  提  ⽰  す  る。 

 （通  常  の  事  業  の  実  施  地  域） 
 第  6  条  通  常  の  実  施  地  域  は、  薬  局  の  あ  る  中  学  校  校  区  と  す  る。 
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 （指  定  居  宅  療  養  管  理  指  導  の  内  容） 
 第  7  条  薬  剤  師  の  ⾏  う  居  宅  療  養  管  理  指  導  の  内  容  は、  以  下  の  と  お  り  と  す  る。 

 ‧  処  ⽅  箋  に  よ  る  調  剤  （患  者  の  状  態  に  合  わ  せ  た  調  剤  上  の  ⼯  夫） 
 ‧  薬  剤  服  ⽤  歴  の  管  理 
 ‧  薬  剤  等  の  居  宅  へ  の  配  送 
 ‧  居  宅  に  お  け  る  薬  剤  の  保  管‧  管  理  に  関  す  る  指  導 
 ‧  使  ⽤  薬  剤  の  有  効  性  に  関  す  る  モ  ニ  タ  リ  ン  グ 
 ‧  薬  剤  の  重  複  服  ⽤、  相  互  作  ⽤  等  の  回  避 
 ‧  副  作  ⽤  の  早  期  発  ⾒、  未  然  防  ⽌  と  適  切  な  処  置 
 ‧  ADL  、  QOL  等  に  及  ぼ  す  使  ⽤  薬  剤  の  影  響  確  認 
 ‧  使  ⽤  薬  剤、  ⽤  法‧  ⽤  量  等  に  関  す  る  医  師  等  へ  の  助  ⾔ 
 ‧  ⿇  薬  製  剤  の  選  択  お  よ  び  疼  痛  管  理  と  そ  の  評  価 
 ‧  病  態  と  服  薬  状  況  の  確  認、  残  薬  お  よ  び  過  不  ⾜  薬  の  確  認、  指  導 
 ‧  患  者  の  住  環  境  等  を  衛  ⽣  的  に  保  つ  た  め  の  指  導、  助  ⾔ 
 ‧  在  宅  医  療  機  器、  ⽤  具、  材  料  等  の  供  給 
 ‧  在  宅  介  護  ⽤  品、  福  祉  機  器  等  の  供  給、  相  談  応  需 
 ‧  そ  の  他、  必  要  事  項  （不  要  薬  剤  等  の  廃  棄  処  理、  廃  棄  に  関  す  る  指  導  等） 

 （利  ⽤  料  そ  の  他  の  費  ⽤  の  額） 
 第  8  条  利  ⽤  料  に  つ  い  て  は  介  護  報  酬  の  公  ⽰  上  の  額  と  す  る。 
 ２     利  ⽤  料  に  つ  い  て  は、  居  宅  療  養  管  理  指  導  の  実  施  前  に、  予  め  利  ⽤  者  ま  た  は  家  族  等  に  居  宅  療  養  管  理  指  導  の 

 サー  ビ  ス  提  供  に  係  わ  る  重  要  事  項  説  明  書  お  よ  び  契  約  書  に  よ  り  説  明  し  同  意  を  得、  居  宅  療  養  管  理  指  導  契  約  書  に 
 よ  り  契  約  を  交  わ  し  て  お  く。 

 ３     居  宅  療  養  管  理  指  導  に  要  し  た  交  通  費  は、  無  料  と  す  る。 

 ４     利  ⽤  者  に  対  し  て、  1  回  の  利  ⽤  料  に  つ  い  て  は  減  額  ま  た  は  免  除  す  る  こ  と  は  不  可  と  す  る。  な  お、  交  通  費  に  つ  い 
 て  は  減  額  ま  た  は  免  除  を  可  能  と  す  る。 

 （緊  急  時  等  に  お  け  る  対  応  ⽅  法） 
 第  9  条  居  宅  療  養  管  理  指  導  実  施  中  に、  利  ⽤  者  の  病  状  に  急  変  そ  の  他  緊  急  事  態  が  ⽣  じ  た  場  合  に  は、  速  や  か  に  主  治  医  等 

 に  連  絡  す  る。 

 （そ  の  他  運  営  に  関  す  る  重  要  事  項） 
 第  10  条  指  定  居  宅  療  養  管  理  指  導  事  業  者  は、  社  会  的  使  命  を  ⼗  分  認  識  し、  従  業  者  の  質  的  向  上  を  図  る  た  め  定  期  的  な  研  修 

 会  の  機  会  を  設  け、  ま  た  質  の  保  証  が  で  き  る  業  務  態  勢  を  整  備  す  る。 
 ２     従  業  者  は、  業  務  上  知  り  得  た  利  ⽤  者  ま  た  は  そ  の  家  族  の  秘  密  保  持  を  厳  守  す  る。 
 ３     従  業  者  で  あっ  た  者  に、  業  務  上  知  り  得  た  利  ⽤  者  ま  た  は  そ  の  家  族  の  秘  密  を  保  持  さ  せ  る  た  め、  従  業  者  で  な  く  なっ 

 た  後  に  お  い  て  も  こ  れ  ら  の  秘  密  を  保  持  す  る  べ  き  旨  を、  従  業  者  と  の  雇  ⽤  契  約  の  内  容  と  す  る。 
 ４     サー  ビ  ス  担  当  者  会  議  等  に  お  い  て、  利  ⽤  者  の  個  ⼈  情  報  を  ⽤  い  る  場  合  は  利  ⽤  者  の  同  意  を、  家  族  の  個  ⼈  情  報  を  ⽤ 

 い  る  場  合  は  当  該  家  族  の  同  意  を、  予  め  ⽂  書  に  よ  り  得  て  お  く  こ  と  と  す  る。 
 ５     こ  の  規  程  に  定  め  る  事  項  以  外、  運  営  に  関  す  る  重  要  事  項  は  開  設  者  と  調  整  の  上  定  め  る  も  の  と  す  る。 

 本  規  程  は  平  成  30  年  6  ⽉  1  ⽇  か  ら  施  ⾏  す  る。 

 平  成  30  年  6  ⽉  1  ⽇  版 


